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第 １２ 号 

   熊本県議会議員及び熊本県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

 熊本県議会議員及び熊本県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部

を改正する条例を次のように制定することとする。 

  令和４年１２月２日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

熊本県議会議員及び熊本県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の

一部を改正する条例 

熊本県議会議員及び熊本県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例（平成

６年熊本県条例第５３号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２号ア中「１５，８００円」を「１６，１００円」に改め、同号イ中「７，５

６０円」を「７，７００円」に改める。 

第８条中「第１４２条第１項第３号」の次に「又は第４号」を加え、同条第１号中「７ 

円５１銭」を「７円７３銭」に改め、同条第２号中「３７５，５００円と５円２銭」を「 

３８６，５００円と５円１８銭」に改める。 

第１１条第１号中「５２５円６銭」を「５４１円３１銭」に、「３１０，５００円」を

「３１６，２５０円」に改め、同条第２号中「２７円５０銭」を「２８円３５銭」に、「 

５７３，０３０円」を「５８６，９０５円」に改める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以 

後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示され 

た選挙については、なお従前の例による。 

 （提案理由） 

公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）の一部改正を踏まえ、関係規定を整備す

る必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 


